
  
 

 
 
 
 

平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します 
～25企業に対し、約1億3,000万円の支払を指導～ 

 

滋賀労働局（局長 石坂弘秋）は、時間外労働･休日労働に対する割増賃金が支払われ

ていないとして是正指導を行った後、平成 29 年度において是正支払された結果をとりま

とめましたので、お知らせします。 

この是正結果は、未払となっていた割増賃金が、管内の労働基準監督署（大津署、彦

根署、東近江署）の指導によって各労働者に支払われた事案のうち、支払総額が１企業

で 100 万円以上となったものをとりまとめたものです。 

賃金不払残業は、いわゆるサービス残業と呼ばれるもので法違反となりますが、この

解消のためには、企業が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン」を遵守することが重要です。労働基準監督署では今後も、当ガイドラ

インを周知するほか、賃金不払残業などに関する申告や各種情報に基づいた監督指導を

積極的に実施していきます。 

 

【平成 29 年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】※詳細別紙。 
 

⑴  是正企業数：   25 企業（前年度から８企業の増 ） 
 
⑵  支払われた割増賃金合計額：     13,372 万円 （ 同 7,675 万円の増 ） 
 
⑶  対象労働者数：       2,028 人 （ 同 1,206 人の増 ） 
 
⑷  支払われた割増賃金の平均額：   535 万円／企 業 （ 同 200 万円の増 ） 

７万円／労働者 （ 前年度と同数 ） 
 
⑸  １企業での最高支払額：      3,316 万円 （ 同 2,164 万円の増 ）  
⑹ 業種別の状況：  

①  是正企業数 ※ 上位３業種。以下、同じ。 

   ・ 製  造   業 １１企業 （ 44.0％ ） 

   ・ 商 業 ５企業 （ 20.0％ ） 

   ・ 建  設  業、保健衛生業 ３企業 （ 12.0％ ） 

②  支払われた割増賃金合計額 

   ・ 製  造   業 8,685 万円 （ 64.9％ ） 

   ・ 商 業 1,886 万円 （ 14.1％ ） 

   ・ そ の 他 の 事 業 1,144 万円 （  8.6％ ） 

③  対象労働者数 

   ・ 製 造 業  1,099 人  ( 54.2％ ） 

   ・ 保 健 衛 生 業  388 人 （ 19.1％ ） 

   ・ そ の 他 の 事 業  293 人 （ 14.4％ ） 
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（別紙） 
平成 29 年度 賃金不払残業是正結果 

 
 

１ 平成 29 年度の賃金不払残業の是正結果（100 万円以上の業種別） 

 ○ 管内の労働基準監督署の監督指導によって、平成 29 年度において、25 企業の 2,028 人

の労働者に対して合計 13,372 万円の割増賃金が賃金不払残業の是正として支払われた 

（１企業当たり 100 万円以上支払われた事案を集計したもの。）。 
 

表 賃金不払残業の是正結果 

 ※対象事案は、平成 29 年４月から平成 30 年３月の間に、定期監督及び申告監督において、割増賃金の不払に

係る指導の結果、合計 100 万円以上の割増賃金の支払いがなされたものとした（平均値は、四捨五入。）。 

  

業種 企業数 
対象労働者数

(人) 

是正支払額 

（万円） 

一企業平均額 

（万円） 

一労働者平均額 

（万円） 

製造業 11 1,099 8,685 790 8 

建設業 3 57 569 190 10 

運輸交通業 1 12 103 103 9 

商業 5 179 1,886 377 11 

保健衛生業 3 388 985 328 3 

その他の事業 2 293 1,144 572 4 

計 25 2,028 13,372 535 7 

 

 

２ 賃金不払残業の是正結果の推移（100 万円以上） 

 ○ 平成 29 年度の賃金不払残業の是正状況は、企業数で前年度の約 1.5 倍、是正支払額では

前年度の約 2.3 倍となった。 
 
  図 賃金不払残業の是正結果の推移（100 万円以上） 
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労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づいて、定期的にある
いは働く人からの申告・相談などを契機として、工場や事務所などに
立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査して関係労働者の労働条件に
ついて調査を行います。
法律違反が認められた場合には事業主などに対し、その改善を指導

するほか、危険性の高い機械・設備などについてはその場で使用停止
などを命ずる行政処分を行います。

労働基準法、労働安全衛生法などには罰則が設けられています。
事業主などがこれらの法律に違反し、度重なる指導にもかかわらず

是正を行わない場合など重大または悪質な事案について、労働基準監
督官は刑事訴訟法に基づき、特別司法警察員として取調べなどの任意
捜査や捜索・差押、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。

労働基準監督官の主な仕事

◎労働基準監督官の権限
◆適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることとされています。
ILO第81号条約第12条第１項
「正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
(a) 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、事由に且つ予告なしに立ち入ること。」

◆調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりすることができます。
労働基準法第101条第１項等
「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に
対して尋問を行うことができる。」

（参考資料２）


